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１　運営推進会議（介護・医療連携推進会議）とは
「運営推進会議」は、甲府市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例（平成２４年１２月条例第４１号）及び甲府市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例（平成２４年１２月条例第４２号）の規定に基づき、地域密着型サービス事業者が自ら設置するもので、利用者の家族や地域住民の代表者等に対し、提供しているサービス内容等を明らかにすることにより、事業所による利用者の「抱え込み」を防止し、地域に開かれたサービスとすることで、サービスの質の確保を図ることを目的としています。
また、定期巡回・随時対応型訪問介護看護においては「介護・医療連携推進会議」として、地域における介護及び医療に関する課題について関係者が情報共有を行い、介護と医療の連携を図ることも目的としています。

２　運営にあたっての留意事項
　⑴　運営ルールの明文化
基準条例において会議の規程を整備することを定めています。「運営要綱」「運営要領」「運営規程」等による明文化に努めてください。
 参考様式「グループホーム〇〇〇運営推進会議設置運営要綱（GHモデル）」参照

	【例】地域密着型通所介護（地域密着型サービス基準条例より）

（地域との連携等）
第60条の17　指定地域密着型通所介護事業者は、指定地域密着型通所介護の提供に当たっては、利用者、利用者の家族、地域住民の代表者、当該指定地域密着型通所介護事業所が所在する区域を管轄する法第115条の46第1項に規定する地域包括支援センターの職員、地域密着型通所介護について知見を有する者等により構成される協議会（テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。ただし、利用者等が参加する場合にあっては、テレビ電話装置等の活用について当該利用者等の同意を得なければならない。）（以下この項及び次項において「運営推進会議」という。）を設置し、おおむね6月に1回以上、運営推進会議に対し活動状況を報告し、運営推進会議による評価を受けるとともに、運営推進会議から必要な要望、助言等を聴く機会を設けなければならない。
2　指定地域密着型通所介護事業者は、運営推進会議の運営に関する規程を整備し、運営推進会議を円滑に運営しなければならない。
３～６　略
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⑵　開催までの流れ（集合形式又はオンライン形式）
議事録の公表
構成員へ送付
市へ提出
会議の開催
会議資料の作成
開催通知の送付
議事録の作成
開催日時の決定
構成員の選任






おおむね１か月前
原則１か月以内



⑶　構成員
　　次の区分から最低１名の構成員を選任してください。
	· 利用者

	· 利用者の家族

	· 地域住民の代表者

	
	（例）自治会役員、民生委員、老人クラブの代表者等

	· 事業所が所在する圏域の地域包括支援センターの職員

	· 提供するサービスについて知見を有する者

	
	（例）高齢者福祉や介護保険制度等に関する学識経験者・教育者
　社会福祉士、介護福祉士、介護支援専門員等
　同種事業の他事業所の職員
　　　高齢者福祉・介護関係の行政実務経験者（市の現職員を除く）

	· 地域の医療関係者（介護･医療連携推進会議のみ）



　　＜注意＞　
▶　管理者や従業員など事業所の関係者は構成員ではありません。活動状況を報告し、評価・要望・助言等を受け、記録する立場で参加してください。
▶　知見を有する者は、客観的、専門的な立場から助言を行う存在であるため、法人内部の有資格者等は認められません。
▶　地域住民の代表者に自治会役員や民生委員等を選任している場合は、年度で交代することもありますので必ず確認を行ってください。

2
⑷　開催回数
　　開催回数はサービスにより異なります。おおむね６か月に１回以上とするサービスは、適切な評価ができるよう、開催時期と回数を遵守してください。
なお、開催時期が１０月と３月に集中することが想定されます。地域包括支援センター職員の負担を軽減するため、構成員を選任し次第、随時開催していただきますようお願いします。
	おおむね６か月に１回以上
	おおむね２か月に１回以上

	定期巡回・随時対応型訪問介護看護
認知症対応型通所介護
地域密着型通所介護


	小規模多機能型居宅介護
看護小規模多機能型居宅介護
認知症対応型共同生活介護
地域密着型特定施設入居者生活介護
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護




【合同開催について】
運営推進会議等の効率化や事業所間のネットワーク形成の促進等の観点から、以下の要件を満たす場合に複数の事業所での合同開催を認めています。
　　①　利用者および利用者家族について匿名にするなど、個人情報・プライバシーを保護すること。
　　②　同一の日常生活圏域内に所在する事業所であること。
　　③　合同して開催する回数が、１年度に開催すべき運営推進会議の開催回数の半数を超えないこと。
　　④　外部評価を行う運営推進会議は、単独開催で行うこと。

	定期巡回・随時対応型訪問介護看護
小規模多機能型居宅介護
看護小規模多機能型居宅介護
	①～④の要件を満たすこと

	地域密着型特定施設入所者生活介護
認知症対応型共同生活介護
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
	①～③の要件を満たすこと

	地域密着型通所介護
認知症対応型通所介護
	①・②の要件を満たすこと
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⑸　開催場所
開催場所は、構成員が事業所の雰囲気やサービス提供の様子を把握しやすいように事業所において開催することが望ましいと考えます。
なお、サービス提供中の「食堂・機能訓練室」は使用せず、会議室や多目的スペースな　　
どを活用してください。ただし、利用者の承諾が得られれば、会議の中で一時的にサービス提供の様子を見てもらうことは可能です。

⑹　議題
【必須の議題】
	· 運営方針関連

	
	（例）運営方針の策定・変更（策定・変更時）
　　　運営方針の実現のための具体的方策の検討（方策検討時）
　　　運営方針の実施状況の報告・評価（毎回若しくは定期的）

	· 活動状況の報告・評価関連

	
	（例）サービスの提供内容に対する評価及び要望・助言等（毎回若しくは定期的）
　　　自己評価・外部評価の内容検討及び要望・助言等（定期的）
　　　地域交流の実施状況に関する評価及び要望・助言等（定期的）
　　　事故・ヒヤリハット事例及び改善取り組みの評価及び要望・助言等（定期的）
　　　苦情・要望への対応の評価及び要望・助言等（定期的）

	· 介護保険外サービスの費用負担関連

	
	（例）介護保険外の費用受領ルールの評価（当該ルールの新設・変更時）
　　　介護保険外の費用の収受・支払い状況の報告及び評価（定期的）

	· 地域における介護・医療に関する課題（介護・医療連携推進会議のみ）





＜注意＞
活動状況等の報告については、構成員が理解できないような事項はなるべく避け、様々な意見を引き出せるような内容となるよう工夫をし、個人情報が含まれるようなケースカンファレンスにならないよう注意してください。
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　　【その他の議題】
	· 従業者の資質向上関連

	
	（例）従業者の各種研修受講の状況の報告及び評価（定期的）

	· 事業所運営に係る報告

	
	（例）利用者数、新規入居者・退去者数等
　　　人員配置（就業者総数、勤務シフト等）の変動
　　　事業所単位又は運営法人の収支・決算状況（会計年度毎）
　　　行政から受けた指導の内容及び改善状況（指導を受ける毎）

	· その他

	
	（例）地域住民が参加する事業者主催の催しの提案・企画
　　　地域で開催される催しへの参画・協力内容
　　　地域交流スペースの活用方法
　　　民生委員や自治会役員等による在宅要援護者支援活動との連携
　　　家族会からの報告（家族会がある場合）



『認知症グループホームにおける運営推進会議ガイドブック（2010年3月 一般社団法人 日本認知症グループホーム協会）』を参考にしてください。

[bookmark: _GoBack]
⑺　議事録の作成・公表・保管
基準条例において、以下のことが義務付けられています。
◎　活動状況の報告内容、評価、要望、助言等について、議事録を作成すること。
作成にあたっては、構成員等の発言内容を含む会議の内容が分かるように記録してください。
◎　議事の概要を公表すること。
議事録は公表することとなっております。事業所の窓口にファイリングして設置する、ホームページに掲載する等してください。
なお、公表にあたっては、利用者及び家族の個人情報の保護に配慮してください。
◎　毎会議開催後、議事録を市へ提出すること。
議事録は、会議開催後１か月以内を目途に会議資料を添付して、長寿介護課経営係に提出してください。
◎　議事録は、開催日の翌日から起算して５年間（６０か月）は保存すること。
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⑻　運営推進会議を活用した「身体的拘束適正化検討委員会」の開催
地域密着型介護老人福祉施設、認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護における委員会については、運営推進会議と一体的に設置・運営することができます。


３　外部評価について
定期巡回・随時対応型訪問介護看護、小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護については、事業所が自らその提供するサービスの質の評価として自己評価を行い、運営推進会議（介護・医療連携推進会議）に報告した上で公表することとなっております。
また、認知症対応型共同生活介護においては、令和３年度から運営推進会議を活用した外部評価の実施が可能になりました。
運営推進会議を活用して外部評価を行う場合は、地域包括支援センター職員、サービスや評価について知見を有し公正・中立な立場にある第三者（事業所団体関係者、学識経験者、外部評価調査員研修修了者等）の参加が必要とされていますので、構成員の選任には注意してください。
詳細は「指定地域密着型サービス事業の人員、設備及び運営に関する基準第３条の３７第１項に定める介護・医療連携推進会議、第８５条第１項（第１８２条第１項において準用する場合を含む。）に規定する運営推進会議を活用した評価の実施等について（平成２７年３月２７日老振発第０３２７第４号・老老発第０３２７第１号）」をご確認ください。
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４　運営推進会議に関するＱ＆Ａ

	Ｑ　「運営推進会議」は、各事業所が設置することが必要ですか。


Ａ　運営推進会議は、地域密着型サービス事業所が、利用者、地域包括支援センター職員、地域の代表者等に対し、提供しているサービス内容等を明らかにすることにより、事業所による利用者の「抱え込み」を防止し、地域に開かれたサービスとすることで、サービスの質の確保を図ることを目的として設置するものであり、事業所が自ら設置すべきものです。


	Ｑ　構成員とされている「地域住民の代表者」とは、どのような人ですか。


　Ａ　自治会役員、民生委員、老人クラブの代表者等が考えられますが、必ずしも自治会の役員や民生委員に限定するものではなく、近隣にお住まいの方も含みます。


	Ｑ　構成員とされている「知見を有する者」とは、具体的にどのような職種や経験等を有する人ですか。


　Ａ　学識経験者である必要はありません。高齢者福祉や認知症ケアに携わっている方なども含め、当該サービスについて客観的、専門的な立場から意見を述べることができる方を選任してください。


	Ｑ　認知症対応型共同生活介護の運営推進会議においては、活動状況としてどのような報告を行う必要がありますか。


Ａ　報告を行う事項としては、「認知症高齢者グループホームの適正な普及について（平成13年3月12日老計発第13号老健局計画課長通知）」別添2に掲げる「認知症高齢者グループホームに係る情報提供の項目」や、自己評価及び外部評価の結果などが考えられますが、運営推進会議の場においては、当該グループホームにおける運営やサービス提供の方針、日々の活動内容、入居者の状態などを中心に報告するとともに、会議の参加者から質問や意見を受けるなど、できる限り双方向的な会議となるよう運営に配慮することが必要です。
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	Ｑ　同一人が「利用者の家族」と「地域住民の代表者（自治会役員等）」、「地域住民の代表者（民生委員等）」と「知見を有する者」などを兼ねることは可能ですか。


Ａ　「利用者の家族」については、利用者の家族として事業運営を評価し、必要な要望等を行うものであり、利用者の声を代弁するといった役割もあるため、他の構成員とは立場が異なることから、兼務することは想定していませんが、「地域住民の代表者」と「知見を有する者」との兼務は有り得ると考えられます。


	Ｑ　運営推進会議には、全ての構成員が毎回出席することが必要ですか。


Ａ　毎回の運営推進会議に、全てのメンバーが参加しなければならないという趣旨ではなく、会議の議題に応じて、適切な関係者が参加することで足ります。
ただし、運営推進会議のうち、「運営推進会議を活用した評価」として実施するものについては、地域包括支援センター職員、提供するサービスについて知見を有し公正・中立な第三者の立場にある者の参加が必須です。


	Ｑ　認知症グループホームの外部評価の実施回数について、本来１年に１回以上のところ、２年に１回とすることができる場合の要件の一つとして「過去に外部評価を５年間継続して実施している」ことが挙げられていますが、運営推進会議における評価を行った場合、外部評価を実施したとみなして継続年数に算入することができますか。


Ａ　できません。継続年数に算入することができるのは、地域密着型サービス基準条例第118条第8項第1号に規定する外部の者による評価を行った場合に限られます。
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グループホーム○○○運営推進会議設置運営要綱（ＧＨモデル）

（目的）
第１条　「甲府市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例」第１２９条で準用する第６０条の１７に基づき、利用者や家族、関係機関などからの要望、助言等を聞き、また、「グループホーム○○○」が提供するサービスを明らかにすることにより、サービスの質の確保・向上を図ることを目的として、「グループホーム○○○運営推進会議」（以下「運営推進会議」という。）を設置する。

（組織）
第２条　運営推進会議は、委員○○名以内で構成する。
２　委員は、次に掲げる者のうちから管理者が委嘱する。
⑴　利用者　１名以上
⑵　利用者の家族　２名以上
⑶　地域住民の代表　１名以上
⑷　地域包括支援センターの職員　１名以上
⑸　認知症対応型共同生活介護事業について知見を有する者（地域住民代表と兼務可）　１名以上
３　委員の任期は１年とし、再任を妨げない。

（定足数）
第３条　運営推進会議の議事については、委員の過半数以上、かつ第２条第２項第３号から第５号までに該当する者のうち過半数以上の出席をもって成立する。

（開催）
第４条　運営推進会議の開催方法は、次のとおりとする。
⑴　運営推進会議は、原則として２か月に１回以上開催するものとする。ただし、委員などが必要と認めた場合は、臨時会議を随時開催するものとする。
⑵　運営推進会議に、議長及び副議長を置く。
⑶　議長及び副議長は、委員の互選により定める。
⑷　事業者は、事務局として運営推進会議に参画し、会議の議題説明と書記等を行う。

（議題）
第５条　運営推進会議の議題は、次のとおりとする。
⑴　運営方針に関すること
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⑵　活動状況の報告及び評価に関すること
⑶　介護保険外サービスの費用負担に関すること
⑷　従業者の資質向上に関すること
⑸　事業所運営に関すること
⑹　その他特に必要と認められた事項

（通知方法等）
第６条　運営推進会議開催の通知方法等は、次のとおりとする。
⑴　運営推進会議開催通知は、書面配布、館内掲示等により行う。
⑵　開催通知には、開催日、議事内容、報告事項及びその他意見交換事項を含む。

（記録の作成及び公表）
第７条　運営推進会議の議事については、開催の都度、報告事項、評価、要望、助言、出席者の発言等の記録を作成し、各委員に送付するとともに、事業所内において閲覧できるようにする。また、事業所の会報、事業所ホームページ等への掲載をする。

（守秘義務）
第８条　守秘義務については、次のとおりとする。
⑴　運営推進会議の委員は、会議において知り得た利用者及び家族の情報を他に漏らしてはならない。
⑵　運営推進会議の委員に関する個人情報は、行政監査、介護サービス情報等における氏名等の最小限の情報提供以外は、同意無しに公表されることはない。

（報告）
第９条　運営推進会議の議事録については、運営推進会議開催後、速やかに甲府市長寿介護課に報告をすること。

（庶務）
第１０条　運営推進会議の庶務は、事業者において処理する。


附　則
この要綱は、○○年○○月○○日から施行する。


10
○ ○ ○ 事 業 所   運 営 推 進 会 議

	氏  名
	構成区分
	職  名  等

	利用者Ａ
	利用者
	

	利用者Ｂの家族
	利用者の家族
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	



１　「構成区分」欄には、利用者、利用者の家族、地域住民の代表者、地域包括支援センターの職員、　　
当該事業について知見を有する者等の別を記入してください。
２　「職名等」欄には、自治会長、民生委員等を記入してください。
３　指定申請時には利用者またはその家族は未定であるため、「氏名」欄には「利用者Ａ」「利用者Ｂ　
の家族」と記入してください。
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